
船橋市いじめ問題対策連絡協議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市いじめ問題対策連絡協議会及び船橋市いじめ問題調査委員会

条例（令和３年船橋市条例第２８号。以下「条例」という。）に基づき設置される、船

橋市いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他必要な

事項について定めるものとする。 

   

（所掌事務） 

第２条 条例第３条に規定する協議会の行う事務は、次に掲げるものとする。 

(１) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携及び協力の推進 

(２) いじめ問題に関する情報共有及び意見交換並びに広報・啓発活動の推進 

(３) その他船橋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める事項 

 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(１) 千葉地方法務局船橋支局の代表者 

(２) 千葉県市川児童相談所の代表者 

(３) 千葉県船橋警察署生活安全課の代表者 

(４) 千葉県船橋東警察署生活安全課の代表者 

(５) 千葉県警察本部生活安全部少年課京葉地区少年センターの代表者 

(６) 船橋市民生児童委員協議会の代表者 

(７) 船橋市ＰＴＡ連合会の代表者 

(８) 船橋市小学校長会の代表者 

(９) 船橋市中学校長会の代表者 

(10) 船橋市立高等学校長 

(11) 船橋市立特別支援学校長 

(12) 船橋市こども家庭部長 

(13) 船橋市こども家庭部児童相談所開設準備課家庭児童相談室所長 

(14) 船橋市教育委員会学校教育部長 

(15) 船橋市教育委員会学校教育部指導課長 

(16) 船橋市教育委員会学校教育部総合教育センター所長 

(17) 船橋市教育委員会生涯学習部青少年センター所長 

(18) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

 

（会議） 

第４条 会議は、定例会とし、原則として年２回開催する。 

 



（意見の聴取等）  

第５条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

  

（守秘義務） 

第６条 委員及び前条に定める関係者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育部指導課において処理する。 

 

（委員報酬） 

第８条 委員の報酬は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する規則（昭和

５５年船橋市規則第４２号）第３条本文に規定する報酬の額を準用する。 

 

（災害補償） 

第９条 委員の災害補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

（昭和４２年船橋市条例第３３号）に準じて取り扱うものとする。 

 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協

議会に諮って定めるものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


